
高額医療機器（CT、MRI）の配置状況②（平成30年度予算執行調査）

◆CT、MRI保有率

○ ⽇本国内においては特に病院におけるCTの設置率が⾼い状況であるが、CT及びMRIそれぞれ10万⼈あたりの⾼額医療機器の
台数は１台当たりの撮影回数とそれぞれ相関が⾒られ、⼈⼝あたりの設置台数が多い地域では、需要に⽐して過⼤な設備投資が
⾏われている可能性や医療機関の収益を圧迫している可能性がある。

○ CT及びMRIで共同利⽤を⾏っている機器※の割合は、CTで4.2％、MRIで15.8％と低い数値であった。

◆⼈⼝10万⼈あたりCT、MRI台数と1台当たり年間撮影回数

※ それぞれ保険診療を⾏った患者数による数値であり、共同利⽤実績とは施設の共同利⽤率が10％を
超える場合を指す。

◆CT、MRIの共同利⽤の実態※

⼈⼝10万⼈あたりMRI台数と1台当たり年間撮影回数の相関⼈⼝10万⼈あたりCT台数と1台当たり年間撮影回数の相関

（回）

（台）

（回）

（台）

全国対象機器数 共同利⽤実績 割合
64列以上のマルチスライスCT 1507台 63台 4.2％

３テスラ以上のMRI 512台 80台 15.8％
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【改⾰の⽅向性】（案）
○ 地域における⾼額医療機器の効率的な活⽤の観点から、地域の医療需要や、⾼額医療機器の設置が医療費・医療機関の経営に与える影響

も勘案しつつ、機器の新規設置や更新の際に都道府県や医療関係者の協議を経る規制の導⼊など、⾼額医療機器の配置を適正化するための
取組を⾏うべき。

CT
(保有施設数、率)

病院:6627施設(77%)
診療所:5001施設(５%)

MRI
(保有施設数、率)

病院:3466施設(40%)
診療所:1669(２%)
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（出所）厚⽣労働省「医療施設調査」

（出所）厚⽣労働省「医療施設調査」、「NDBオープンデータ」



【改⾰の⽅向性】（案）
○ 国保財政の運営の都道府県単位化を機に、速やかに法定外⼀般会計繰⼊を解消し、保険給付に応じた保険料負担を求める本来

の仕組みとすることで、保険財政運営の健全性を確保すべき。

【論点】
○ 国⺠健康保険は、制度上、前期⾼齢者調整分を除く５割超を公費で賄い、残りを保険料収⼊等で賄う仕組みであるが、実際には、制度上

の公費に加えて、保険料の負担軽減等の⽬的で、総額2,500億円超の⼀般財源を法定外繰⼊により追加している。
○ 各⾃治体の保険料負担は、こうした法定外⼀般会計繰⼊によって左右されており、保険給付に応じた保険料負担を求めることで、規律あ

る保険財政の運営を⾏う本来の姿からかけ離れた状況。
○ 国保改⾰に際して、社会保障と税の⼀体改⾰の中で、平成30年度から国保財政の健全性確保のため3,400億円の公費を制度上追加するこ

ととし、27年度からこのうち1,700億円を措置している。⼀⽅、28年度の法定外⼀般会計繰⼊の⽔準は未だに2,500億円を超えている。
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【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「国保財政の健全化に向け、法定外繰⼊の解消など先進事例を後押しするとともに横展開を図り、受益と負担の⾒える化を進める」

法定外一般会計繰入の速やかな解消
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H28 一人当たり一般会計繰入金（法定外） 【左軸】

H28 一人当たり負担率の全国平均からの乖離 【右軸】
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◆ 法定外一般会計繰入額等の推移

法定外⼀般会計繰⼊
（左軸）

保険料（税）
（右軸）

（円）

（出所）国⺠健康保険事業年報、国⺠健康保険実態調査報告

（億円） （億円）

（全国平均を1.0）

◆ 都道府県別の法定外一般会計繰入と保険料負担

（出典）国⺠健康保険事業年報
（注１）法定外⼀般会計繰⼊は、決算填補等⽬的のもの。
（注２）保険料（税）は介護分を除く。

⑨



医療費適正化に向けた地域別の診療報酬の設定

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 都道府県における医療費適正化の取組みに資する実効的な⼿段を付与し、都道府県のガバナンスを強化する観点も踏まえ、医

療費適正化に向けた地域別の診療報酬の具体的に活⽤可能なメニューを国として⽰すとともに、今年度から開始する第三期医療
費適正化計画の達成に向けても柔軟に活⽤していくための枠組みを整備すべき。

【論点】
○ ⾼齢者医療確保法第14条においては、医療費適正化の観点から地域ごとの診療報酬の定めを⾏いうることが規定されているが、平成18

年の法律改正で規定されて以来、これまで実施例はない。どのような内容の診療報酬の定めが可能かについて都道府県に具体的に⽰されて
もいない。

〇 平成30年度からの国保改⾰により、都道府県が、県内の医療費の⽔準や⾒通しを踏まえた保険料設定と住⺠への説明責任を負うことと
なり、県内の医療提供体制の在り⽅と⼀体的な検討を⾏うこととなる。

○ 国保の都道府県単位化を機に、地域別診療報酬の活⽤を検討するなど医療費適正化に向けて積極的に取り組もうという都道府県も現れて
いる。

◆ 医療費適正化に向けた地域別の診療報酬の活⽤（考えられる例）
〇 医療費の伸びが⾼く住⺠の保険料負担が過重となる場合における診療報酬１点単価の調整
〇 ⼊院医療費の地域差是正等の観点からの、特定の病床が過剰な地域における当該⼊院基本料単価の引下げ
〇 調剤業務の需要に⾒合わない供給増（薬剤師や薬局数の増加）が⽣じた場合の調剤技術料の引下げ

診療報酬点数（厚⽣労働⼤⾂告⽰）

（例） 初診料 282点
急性期⼀般⼊院料１ 1,591点
調剤基本料１ 41点

× ＝１点あたり
単価

１０円

医療費

全国⼀律（注） 全国⼀律

（注）⼊院基本料への地域加算（都市部に加算）など、例外的に地域ごとに異なる
取扱いもある。
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（参考）
①介護報酬では地域によって1点単価で最⼤14％の差異が設けられている。
②かつて診療報酬も地域別に単価が設定されていた。

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「⾼齢者の医療の確保に関する法律第14条に基づく地域独⾃の診療報酬について、都道府県の判断に資する具体的な活⽤策の在り⽅を検討
する」

⑩



【論点】

普通調整交付金の配分方法の見直し

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 国保の普通調整交付⾦の配分にあたっては、実際の医療費ではなく、各⾃治体の年齢構成のみを勘案した標準的な医療費⽔準

を前提として交付額を決定する仕組みに改めるべき。

○ 国⺠健康保険の給付のうち前期⾼齢者調整分を除く5割超
は公費で賄われており、このうち6,100億円は、⾃治体間の
財政⼒の格差（医療費、所得等）を調整するため、普通調
整交付⾦として国から⾃治体に配分されている。

○ 地域間の医療費の差は、⾼齢化など年齢構成により⽣じる
ものと、いわゆる「地域差」（年齢構成では説明できない
もの）があるが、現⾏制度では、理由にかかわらず、医療
費に応じて普通調整交付⾦が増減額される仕組み。

現⾏では、年齢構成では説明できない
地域差の部分にも、国庫負担が充てられている。

年齢構成では説明できない地域差には、
普通調整交付⾦を充てない仕組みとすることで、
地域差是正に向けたインセンティブを強化。

◆国⺠健康保険の財政（30予算）

（９％※）
8,200億円

調整交付⾦（国）

（32％※）

23,000億円

定率国庫負担
保険料

（27,000億円）

都道府県調整交付⾦
（９％）

6,400億円

法定外⼀般会計繰⼊
約2,500億円

普通調整交付⾦
6,100億円

特別調整交付⾦
1,800億円

特例調整交付⾦
300億円

医療費＜全国平均 医療費＝全国平均 医療費＞全国平均

医療費 交付⾦

年齢構成
要因

医療費 交付⾦
医療費

交付⾦

年齢構成
要因

地域差

地域差

医療費＜全国平均 医療費＝全国平均 医療費＞全国平均

医療費
交付⾦

年齢構成
要因

医療費 交付⾦
医療費 交付⾦

年齢構成
要因

地域差

地域差
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※定率国庫負担のうち⼀
定額について、財政調
整機能を強化する観点
から国の調整交付⾦に
振りかえる等の法律上
の措置がある。

⑪

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「国保の普通調整交付⾦について、所得調整機能を維持しながら、医療費適正化のインセンティブを効かせる観点から、地域差に関する調
整・配分の在り⽅の検証を進め、都道府県が国⺠健康保険の財政運営の責任主体となる新制度の円滑な運営に配慮しつつ、速やかに関係者間
で⾒直しを検討する」



今後の医療制度改革で取り組むべき改革項目(3)
《 視点２：必要な保険給付をできるだけ効率的に提供する（提供体制と公定価格） ② 》

改⾰項⽬ ⾻太2018における記述 改⾰⼯程表2017改定版における記述 番号

急性期病床の
適正化

【再掲】

病床の転換や介護医療院への移⾏などが着実に進むよ
う、地域医療介護総合確保基⾦や急性期病床や療養病床
に係る⼊院基本料の⾒直しによる病床再編の効果などこ
れまでの推進⽅策の効果・コストの検証を⾏い、必要な
対応を検討するとともに、病床のダウンサイジング⽀援
の追加的⽅策を検討する。

（７対１⼊院基本料を含めた急性期に係る⼊院基本料
の評価体系の⾒直し等に係る）改⾰の効果を検証しつつ、
診療報酬改定において必要な対応を検討

⑥

薬価制度の
抜本改⾰

「薬価制度の抜本改⾰に向けた基本⽅針」に基づき、
国⺠負担の軽減と医療の質の向上に取り組むとともに、
医薬品産業を⾼い創薬⼒を持つ産業構造に転換する。

毎年薬価調査・毎年薬価改定に関しては、2019年度、
2020年度においては、全品⽬の薬価改定を⾏うととも
に、2021年度における薬価改定の対象範囲について、
この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品
卸・医療機関・薬局等の経営への影響等を把握した上で、
2020年中にこれらを総合的に勘案して、決定する。

2020年度の薬価改定に向けて、新薬創出等加算対象
品⽬を⽐較薬とする場合の薬価算定の⾒直し、効能追加
等による⾰新性・有⽤性の評価、⻑期収載品の段階的な
価格引下げまでの期間の在り⽅等について、所要の措置
を検討する。

消費税率の引き上げが予定されている2019年度、２
年に１度の薬価改定が⾏われる2020年度においては、
全品⽬の薬価改定を⾏うとともに、最初の薬価改定年度
（２年に１度の薬価改定の間の年度）となる2021年度
における薬価改定の対象範囲について、この間の市場実
勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬
局等の経営への影響等を把握した上で、2020年中にこ
れらを総合的に勘案して、決定する

⻑期収載品の薬価引下げ後の、①後発医薬品の置換率
の状況、②後発医薬品の上市状況、③安定供給への対応
状況等を踏まえ、⻑期収載品の段階的引下げまでの期間
の在り⽅について検討を⾏う【次期改定まで】

改⾰の効果や医薬品の開発・製造・流通等への影響を
検証しつつ、次期改定に向けて、新薬創出等加算対象品
⽬を⽐較薬とする場合の薬価算定の⾒直し等、所要の措
置を検討する【次期改定まで】

⑫

調剤報酬の改⾰
患者本位の医薬分業を実現し、地域において薬局が効

果的・効率的にその役割を果たすことができるよう、調
剤報酬の在り⽅について引き続き検討する。

（⼤型⾨前薬局等の評価の適正化等に係る）改⾰の効
果を検証しつつ、診療報酬改定において必要な対応を検
討

⑬
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【公定価格の適正化・包括化】



薬価制度の抜本改革

【論点】
○ 国⺠負担の軽減に引き続き取り組むとともに、イノベーションを適切に評価していくためには、新薬であれば何でも評価するのではなく、

患者にとっての個々の医薬品の画期性や有⽤性を⾒極めて評価をしていくことが重要。財政措置のみに頼るのではなく、研究開発環境の改
善、創薬コスト低減や産業構造転換といった対応も併せて重要。

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 薬価制度の抜本改⾰のうち、残された検討課題については、スケジュールに沿って着実に検討を進めていくべき。
○ イノベーションの推進に向けて、様々な施策も活⽤しつつ、創薬コストの低減、製薬企業の費⽤構造の⾒直しや業界再編に取り組むべき。71

⑫

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「「薬価制度の抜本改⾰に向けた基本⽅針」に基づき、国⺠負担の軽減と医療の質の向上に取り組むとともに、医薬品産業を⾼い創薬⼒を持
つ産業構造に転換する」

今後の検討事項

費⽤対効果評価の導⼊ ︓技術的課題を整理し平成30年度中に結論

主な改⾰事項

新薬創出等加算の抜本的⾒直し
・対象品⽬︓⾰新性・有⽤性に着⽬して絞り込み

（約920品⽬*→約540品⽬）
・企業指標︓企業指標（⾰新的新薬の開発等）の達成度に応じた加算

* 現⾏制度が継続した場合

効能追加等による市場拡⼤への速やかな対応
・対象︓350億円以上* ・頻度︓年４回（新薬収載の機会）

* 市場拡⼤再算定ルールに従い薬価引下げ

外国平均価格調整の⾒直し
・⽶国参照価格リスト︓メーカー希望⼩売価格

→ 公的制度の価格リスト

新薬のイノベーション評価の⾒直し
・加算対象範囲（類似薬のない新薬）

︓営業利益への加算 → 薬価全体への加算
（製造原価の内訳の開⽰度に応じた加算率の設定）

新薬創出等加算対象品⽬を⽐較薬とする場合の取扱いの⾒直し
⻑期収載品の段階的な価格引き下げまでの期間の在り⽅等

⇒ 次期薬価改定に向けて検討

・対象範囲︓全品⽬改定の状況も踏まえ、国主導で流通改善に取り組
み、Ｈ32年中に設定

毎年薬価調査・薬価改定

⽇本創薬⼒強化プラン（緊急対応パッケージ）

○ がんゲノム医療の実現など⽇本初のシーズが⽣ま
れる研究開発環境の改善

○ 薬事規制改⾰等を通じたコスト削減と効率性向上
○ ⽇本初医薬品の国際展開の推進
○ 医療分野の研究開発 等

厚労省計上分529.4億円（30当初・29補正）
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○ 医薬品産業の営業利益率は他業種と⽐較して⾼く、リーマンショックなどによる景気後退の影響も受けにくい。
○ 他業種と⽐較して、研究開発費率は⾼いが、それ以上に営業費⽤など研究開発費以外の販管費の⽐率が⾼い。国際的

に⾒ても、我が国製薬企業の研究開発費以外の販管費率は⾼い。
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(出典）⽇本政策投資銀⾏「産業別財務データハンドブック2017」、報道発表資料等

（％）

（％）

31.4%

4.0%

64.6%

販管費の内容
（⼤⼿８社）

研究開発費
以外

（宣伝費、営業費⽤等）

研究開発費

◆ 医薬品産業の営業コスト構造（他業種との⽐較）
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26.1%

24.0%
23.1%

22.4%
19.9%
19.6%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

アストラゼネカ【英】

⼤塚ＨＤ【⽇】

独メルクＨＣ【独】

グラクソ・スミスクライン【英】

アステラス製薬【⽇】

武⽥薬品⼯業【⽇】

エーザイ【⽇】

第⼀三共【⽇】

イーライ・リリー【⽶】

ファイザー【⽶】

ジョンソン＆ジョンソン【⽶】

ノボ・ノルディスク【丁】

ブリストル・マイヤーズ スクイブ【⽶】

ノバルティス【瑞】

ＵＣＢ【⽩】

アッヴィ【⽶】

サノフィ【仏】

メルク【⽶】

テバ【以】

マイラン【⽶】

アムジェン【⽶】

ロシュ【瑞】

バイオジェン【⽶】

ギリアド・サイエンシズ【⽶】

◆ 販売費・⼀般管理費（研究開発費以外）の⽐率

（2015）

(出典）研ファーマ・ブレーン発⾏「NEW Pharma Future」(2016年10-11⽉号)

償却費（※）

(※）企業により、仕掛研究開発の償却費が含まれている場合がある。これを加算した場合の研究
開発費の割合は、34.4％となる。 72



探索的
臨床試験※１等

副作⽤報告
製造販売後調査

検証的
臨床試験※２

探索的
臨床試験※１等

副作⽤報告
製造販売後調査

承認申
請審査

承
認

通常の承認審査

承認申請
審査

承
認

条件付き早期承認制度

※１ 少数の患者に医薬品を投与し、医薬品の有効性、安全性を検討し、⽤法・⽤量等を設定するための試験
※２ 多数の患者に医薬品を投与し、設定した⽤法・⽤量等での医薬品の有効性・安全性を検証する試験

承認条件を付与
(例)・製販後の有効性・安全性の再確認

（リアルワールドデータ活⽤を含む）
・適正使⽤に必要な場合は施設等

要件の設定 等

（参考）製薬企業のイノベーションを支える施策

○ 製薬企業のイノベーションを⽀える施策として、薬価制度における新薬創出等加算等だけなく、研究開発税制など様々なものが存在。薬
価制度だけに着⽬するのではなく、施策全体として在り⽅を考えていく必要。
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下記の加算なし
113品⽬（83％）

◆28〜29年度の新規収載品⽬と新薬創出等加算の状況

有⽤性及び画期性加算⼜は営業利益率補正
がなされたもの23品⽬（17％）

薬価算定時の評価 新薬創出等加算の有無（30改定）

新薬創出等加算品
75品⽬（55%）

新規収載
品⽬

136品⽬

◆⽇本創薬⼒強化プラン（緊急政策パッケージ）の策定（30年度予算）

平成30年度予算において、より⾼い創薬⼒を持つ産業構造への転換を図るた
め、我が国の創薬⼒強化にかかる創薬環境強化経費及び医療分野の研究開発関
連経費（AMED経費）を予算措置。

Ⅰ 「医薬品産業強化総合戦略」の⾒
直しに伴う創薬環境強化経費

1. ⽇本発のシーズが⽣まれる研究開発環
境の改善

2. 薬事規制改⾰等を通じたコスト低減と
効率性向上

3. 医薬品の⽣産性向上（バイオシミラー
を含む）と製造インフラの整備

4. 適正な評価の環境・基盤整備
5. ⽇本発医薬品の国際展開の推進
6. 創薬業界の新陳代謝を促すグローバル

なベンチャーの創出

Ⅱ 医療分野の研究開発関連経費
（AMEDを通じて交付される経費）

1. 横断型統合プロジェクト
2. 疾患領域対応型統合プロジェクト
3. 医療研究開発⾰新基盤創成事業(CiCLE)

(29年度補正予算300億円)

平成30年度︓約530億円
平成29年度補正予算︓300億円

◆研究開発税制

● ⼀般試験研究費に係る税額控除

税額
控除率

試験研究費の増減に応じ、6％〜
14％（中⼩法⼈︓12％〜17％）

控除
限度額

法⼈税額の25％
※中⼩法⼈で試験研究費の増加率が

５％超の場合︓10％上乗せ
※試験研究費が平均売上⾦額の10％

超の場合︓ 0〜10％上乗せ

総額型

● 特別試験研究費に係る税額控除

税額
控除率

特別試験研究費の内容に応じ、
20％〜30％

控除
限度額

法⼈税額の5％
（⼀般試験研究費とは別枠）

● 平均売上⾦額の10％超の試験研究
費に係る税額控除

税額
控除率

（試験研究費割合－10％）
×20％

控除
限度額

法⼈税額の10％

⾼⽔準型

◆条件付き早期承認制度

・検証的臨床試験以外の臨床試験等で⼀
定程度の有効性及び安全性を確認し、
早期申請

・優先審査品⽬として総審査期間を短縮

（参考１）総額型の「※」部分について
は⾼⽔準型との選択制。

（参考２）製薬企業における研究開発税
制による⽀援額の推計値（平成27年
度）は764億円（出所︓平成29年4⽉
11⽇社会保障ＷＧ提出資料）。

Ⅰ・Ⅱ 合計で

を予算措置

新薬創出等加算なし
61品⽬（45％）

新薬創出等加算における企業要件（30改定）
①⾰新的新薬創出の実現、②ドラッグ・ラグ対策、③世界に先駆けた新薬開発

に取り組む企業ほど⾼く評価。



薬価制度の抜本改革（毎年薬価調査・毎年薬価改定） ⑫

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「毎年薬価調査・毎年薬価改定に関しては、2019年度、2020年度においては、全品⽬の薬価改定を⾏うとともに、2021年度における薬価
改定の対象範囲について、この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経営への影響等を把握した上で、
2020年中にこれらを総合的に勘案して、決定する」

患者
（被保険者）

医療機関
保険薬局

卸売り

製薬
メーカー

医療⽤医薬品
取引の流れ

市場実勢価格
（⾃由価格）

薬価基準
（公定価格）

薬価改定 薬価改定 薬価改定

薬価調査

薬価調査

薬価改定薬価改定

◆毎年改定のイメージ（⾚字︓今般新たに追加）

従来︓市場実勢価格より⾼く薬価算定
毎年改定︓国⺠負担を軽減

◆ 新薬と後発品薬価の価格変化と乖離率
価格例 ▲1円 ▲5円 ▲10円 ▲15円

新薬 885円 ▲0.11％ ▲0.56％ ▲1.13％ ▲1.69％

後発品 100円 ▲１％ ▲5% ▲10% ▲15%

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 2021年度における薬価改定の対象範囲については、⾦額ベースで⾒て国⺠負担の軽減に⼗分につながることとなるようなものとすべき。

（出所）29年9月薬価調査結果における薬価基準収載品目の分類別の品目数及び市場シェアを基に作成

【論点】
○ 医療⽤医薬品の内訳について、品⽬数や数量ベースでは後発医薬品が最⼤であるが、⾦額ベースでは半分程度を「後発品のない先発品」

が占めるなど、数量ベースと⾦額ベースでは内訳が⼤きく異なる。
○ また、先発品は薬価⽔準が⾼いため、薬価と市場価格の乖離額が⼤きくても、乖離率は相対的に⼩さくなる。

31.0% 7.6%

50.0%

14.0%

8.1%

30.0%

10.7%

48.0%
新薬創出等
加算対象

2.7兆円程度

◆ 医療⽤医薬品の内訳

先発品（後発品なし）
2,126品⽬ 先発品（後発品なし）

4.4兆円程度

合計約2.0万品⽬
(27年9⽉）

合計約9.2兆円
（27年9⽉）

⻑期収載品
（後発品のある先発品）

1,612品⽬

⻑期収載品
（後発品のある先発品）

2.8兆円程度

後発医薬品
9,901品⽬

後発医薬品
1.3兆円程度

その他
6,200品⽬

その他
0.7兆円程度

うち新薬創出等加算対象
799品⽬

（出所）平成28年12月７日経済財政諮問会議 厚生労働省提出資料を基に作成
品⽬数 ⾦額シェア
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薬価制度の抜本改革（次期薬価改定に向けた課題）

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 2020年度の薬価改定において、①新薬創出等加算対象品⽬を⽐較薬として薬価算定を⾏う場合、新薬創出等加算の対象とならない新規収載品⽬につ

いては、⽐較薬の新薬創出等加算に係る額を控除して薬価算定を⾏う仕組みとするとともに、②⻑期収載品については、後発医薬品の置換率の状況等
を確認しつつ、必要に応じ、段階的な価格引下げ開始までの期間の短縮を実施すべき。 75

⑫

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「2020年度の薬価改定に向けて、新薬創出等加算対象品⽬を⽐較薬とする場合の薬価算定の⾒直し、効能追加等による⾰新性・有⽤性の評価、⻑期収載
品の段階的な価格引下げまでの期間の在り⽅等について、所要の措置を検討する」

新薬創出等加算導⼊前

他の新薬
収載

薬価改定 薬価改定

◆ 新薬創出等加算対象品⽬を⽐較薬とする場合の薬価推移（イメージ）

【論点】
○ 新薬創出等加算対象品⽬（図のＡ）を⽐較薬として薬価算定する場合、類似薬効⽐較⽅式Ⅰ（新規性に乏しいもの以外のもの︓約８割）で算定され

ていれば､新薬創出等加算の対象外の新規収載品⽬（図のＣ）であっても、⽐較薬（図のＡ）に新薬創出等加算の額が上乗せされたまま薬価算定される。
○ ⻑期収載品については、平成30年度改定において後発品の上市後10年間は後発品の置換え期間とし、その後、段階的に価格を引き下げることとされ

たが、⻑期収載品依存の構造からどの程度転換が進むかについては、依然不透明。

特許・再審査期間

５年

後発品への置換えが進んでいるもの（後発品置換率80％以上）Ｇ１
２年

後発品への置換えが困難なもの（後発品置換率80％未満）

※G１、G2についてはバイオ医薬品を除く

【Ｚ２期間の対応】
〔後発品置換え率〕 〔引下げ率〕
・40%未満 ︓▲2.0%
・40%以上60%未満 ︓▲1.75%
・60%以上80%未満 ︓▲1.5% 後発品への置換え時期

◆ ⻑期収載品の薬価引下げ（平成30年度改定）

新薬Ａ
収載

新薬創出等加算導⼊後

薬価改定 薬価改定

新薬Ａ
収載

平成30年度改定

新薬Ｃ収載（新薬創出等加算無）

薬価改定 薬価改定

新薬Ａ
収載

新薬Ｄ
収載

あるべき姿

薬価改定 薬価改定

新薬Ａ
収載

新薬Ｄ
収載

新薬Ｂ収載（新薬創出等加算有）
新薬Ｃ収載（新薬創出等加算無）
新薬Ｂ収載（新薬創出等加算有）

※ 新薬Ｄは類似薬効⽐較⽅式Ⅱ（新規性に乏しいもの︓約２割）を適⽤したもの
新薬Ｂ・新薬Ｃは類似薬効⽐較⽅式Ⅰ（それ以外のもの︓約８割）を適⽤したもの

後発品上市

５年

Ｚ２

Ｚ２適⽤上市

Ｇ２

2.5倍 2倍 1.5倍 1倍

2.5倍 2.3倍 2.1倍 1.9倍 1.7倍 1.5倍

段階的引下げ開始

２年 ２年 ２年 ２年

「Ｃ」 置換率が低く、Ｇ１、Ｇ２による引下げを受けない品⽬等の補完的引下げ（Ｚ２基準の適⽤）

先発後発価格⽐

新薬Ｃ収載（新薬創出等加算無）
新薬Ｂ収載（新薬創出等加算有）



調剤報酬の改革① ⑬

処⽅せん受付回数

2000回 4000回

100％

90％

85％

70％

集中率
⾨内薬局⼀律10点

調剤基本料１ 41点

調剤基本料３（いわゆる⼤型⾨前︓グループ全体4万回/⽉超） 20点

拡⼤

（改定イメージ）

【新規追加】特に⼤型の⾨前︓グループ全体40万回/⽉超※ 15点
※200店舗超に相当。上位15程度の薬局グループが該当。

95％

拡⼤

調剤基本料２
25点
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薬学管理料（右軸）
調剤料（右軸）
調剤基本料（右軸）
技術料の単価（左軸）
技術料の総額（左軸）

（年度）

処⽅せん１枚当たりの技術料（単価）の伸びとその要因
（寄与度）

（出所）厚生労働省「平成28年度 医療費の動向」、 「調剤医療費（電算処理分）の動向」等

（2009年＝100）

診療種類別の技術料の伸び（医科・⻭科は推計値）

（年度）

100 

127 

120 

113 

111 

100

105

110

115

120

125

130

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

調剤
医科・⼊院
医科・⼊院外
⻭科

（2009年＝100）

平成30年度改定における調剤基本料の⾒直し

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「患者本位の医薬分業を実現し、地域において薬局が効果的・効率的にその役割を果たすことができるよう、調剤報酬の在り⽅について引き
続き検討する」
【論点】
○ 医薬分業の進展による処⽅せん枚数の増加のみならず、処⽅せん1枚当たりの単価の増加により、調剤医療費のうち、薬剤料等を除いた

技術料部分の伸びは、⼊院医療費や外来医療費と⽐較して⼤きいものとなっている。
○ 平成30年度診療報酬改定において、⼤型⾨前薬局に係る調剤報酬の引き下げを実施。
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調剤報酬の改革② ⑬

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 今後とも、薬局の多様なあり⽅や経営環境を踏まえつつ、それに即した

調剤報酬の評価を⾏っていく観点から、かかりつけ機能のあり⽅を改めて
検討した上で、地域においてかかりつけ機能を担っている薬局を適切に評
価する⼀⽅、こうした機能を果たしていない薬局の報酬⽔準は、適正化し
ていくことが必要。

○ 今般の報酬改定の効果も検証しつつ、近年の技術進歩等を踏まえた投与
⽇数や剤数に⽐例した調剤料設定の妥当性、かかりつけ薬局の評価次第で
は受けるサービス以上に患者負担が増加するといった点への対応も含め、
調剤報酬の在り⽅については、引き続き検討を⾏っていくべき。

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「患者本位の医薬分業を実現し、地域において薬局が効果的・効率的にその役割を果たすことができるよう、調剤報酬の在り⽅について引き続き検討する」

【論点】
○ 調剤料（内服薬）については、院内処⽅では投与⽇数や剤数にかかわらず１回の処⽅につき定額（９点︓90円）とされている⼀⽅で、院外処⽅では

投与⽇数や剤数に応じて点数が⾼くなるように設定されている。
○ 今⽇の業務の実態や技術進歩（ＰＴＰ包装の⼀般化、全⾃動錠剤分包機の普及などの調剤業務の機械化等）を踏まえれば、調剤料の⽔準を全体とし

て引き下げるとともに、投与⽇数や剤数に応じて業務コストが⽐例増することを前提にした調剤料の仕組みを⾒直すべき。累次の改定においても、こ
うした観点からの⾒直しはごく⼀部にとどまっており、更なる引下げを⾏うべき。

○ かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて、薬中⼼の業務から患者中⼼の業務へシフトさせるとともに、かかりつけ機能が必要となる患者の範
囲や、そのために通常の薬剤師以上に求められる能⼒・備えるべき要件などを整理すべきではないか。

77

◎ 調剤料（内服薬）〔0.8兆円〕
１剤につき
イ．14⽇分以下
（１）７⽇⽬以下の部分（１⽇分につき） 50円
（２）８⽇⽬以上の部分（１⽇分につき） 40円
ロ．15⽇分以上21⽇分以下 670円←700円←710円
ハ．22⽇分以上30⽇分以下 780円←800円←810円
ニ．31⽇分以上 860円←870円←890円

※服⽤時点が同⼀であるものについては、投与⽇数にかかわらず１剤と
して算定する。なお、４剤分以上の部分については、算定しない。

調剤料
（内服薬１剤の場合）

（円）

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 5 10 15 20 25 30 35
（⽇）

（⾚字は、30改定後←30改定前←28改定前）

院外調剤

院内調剤

◆ 投与⽇数や剤数に応じた調剤料の設定のあり⽅ ◆ かかりつけ薬剤師指導料の算定要件の概要
＜施設基準＞

①以下の経験等をすべて満たす保険薬剤師を配置
３年以上の薬局勤務経験、勤務先の薬局に週32時間以上勤務・１年以上在籍

②薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得
③医療に係る地域活動の取組に参画

＜算定要件の主なもの＞
①患者の⼿帳等にかかりつけ薬剤師の⽒名・勤務先の薬局の名称及び連絡先を記載
②患者ごとの薬剤服⽤歴に基づき、重複投薬や薬物アレルギー等を確認・情報提供
③対話により服薬状況や残薬の状況等の情報を収集し、必要な服薬指導・記録
④薬剤情報提供⽂書による、調剤した薬剤に対する後発医薬品の情報の提供
⑤患者が受診している全ての保険医療機関や服⽤薬等の情報を把握し、記録
⑥24時間相談に応じる体制を確保、開局時間外の連絡先・勤務表等を患者に交付
⑦調剤後も服薬状況、指導等の内容を処⽅医に情報提供し、必要に応じて処⽅提案
⑧必要に応じて患者宅を訪問して服⽤薬の整理等
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○ 薬剤師数は近年増加しており、国際的に⾒てもOECD諸国の中で最も多い。また、薬局の開設許可には需給⾯からの規制がなく、
薬局数も増加。コンビニエンスストアの店舗数や郵便局、ガソリンスタンド（給油所数）よりも多い。

○ 通常の市場競争であれば、必要以上の供給増は収益の低下を招き調整が⾏われる。しかしながら、薬剤師数の増加により薬剤師⼀
⼈当たりの処⽅せん枚数は減少している中で、調剤報酬の引き上げにより、薬剤師⼀⼈当たりの技術料が維持されている状況。

（参考）薬局・薬剤師数と調剤報酬（技術料）の増加

◆薬剤師数(対⼈⼝⽐)の国際⽐較（2014年）

（⼈/⼈⼝千⼈）
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出典︓「Health Data 2017」（OECD）
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薬局従事薬剤師１人当たりの処方せん枚数

処方せん１枚当たり技術料

薬局従事薬剤師一人当たり技術料

◆薬局従事薬剤師⼀⼈当たりの技術料等の推移（2005年度＝1）

（億円）

出典︓厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調査」「平成28年版厚⽣労働⽩書」「調剤医療費の動向」
出典︓厚⽣労働省「衛⽣⾏政報告例」、経済産業省「商業動態統計」、⽇本郵便「郵便局局数表」、

資源エネルギー庁HP 78



今後の医療制度改革で取り組むべき改革項目(4)
《 視点３．高齢化や支え手減少の中で公平な負担としていく（給付と負担のバランス） 》

改⾰項⽬ ⾻太2018における記述 改⾰⼯程表2017改定版における記述 番号

後期⾼齢者の
窓⼝負担

団塊世代が後期⾼齢者⼊りするまでに、世代間の公平
性や制度の持続性確保の観点から、後期⾼齢者の窓⼝負
担の在り⽅について検討する。

医療保険における後期⾼齢者の窓⼝負担の在り⽅につ
いて、70歳から74歳の窓⼝負担の段階的な引上げの実
施状況等も踏まえつつ、関係審議会等において検討し、
結論【平成30年度末結論】

⑭

⾦融資産等を
考慮に⼊れた負担

⾼齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず
資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能⼒」に応じた
負担を求めることを検討する。

マイナンバーの導⼊等の正確な⾦融資産の把握に向け
た取組を踏まえつつ、引き続き、医療保険制度における
負担への反映⽅法について関係審議会等において検討し、
その結果に基づき必要な措置を講ずる【平成30年度末
結論】

⑮

現役並み所得の
判定⽅法

年⾦受給者の就労が増加する中、医療・介護における
「現役並み所得」の判断基準を現役との均衡の観点から
⾒直しを検討する。

－ ⑯

79

【年齢ではなく能⼒に応じた負担】

改⾰項⽬ ⾻太2018における記述 改⾰⼯程表2017改定版における記述 番号

⽀え⼿減少下での
医療費増加に

対する
総合的な対応

⽀え⼿の中核を担う勤労世代が減少しその負担能⼒が
低下する中で、改⾰に関する国⺠的理解を形成する観点
から保険給付率（保険料・公費負担）と患者負担率のバ
ランス等を定期的に⾒える化しつつ、診療報酬とともに
保険料・公費負担、患者負担について総合的な対応を検
討する。

－ ⑰

【⽀え⼿減少下での医療費増加に対する総合的な対応】
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医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方

【改⾰の⽅向性】（案）
○ 後期⾼齢者数や医療費が毎年増加し、これを⽀える現役世代の保険料や税の負担が重くなっていく中、世代間の公平性や制度の持続可能

性を確保していく観点から、まずは75歳以上の後期⾼齢者の⾃⼰負担について２割負担とすべき。
○ その際、現在70歳〜74歳について段階的に実施している⾃⼰負担割合の２割への引き上げと同様に、75歳到達後も⾃⼰負担割合を2割

のままとすることに加えて、すでに後期⾼齢者となっている者についても、数年かけて段階的に２割負担に引き上げるべき。

※ 現役並み所得者は3割負担

団塊
世代

◆2018年（H30年） ◆2022年（H34年）

70〜74歳の⾃⼰負担について、
2014(H26)4⽉以降に70歳に
なる者から段階的に引き上げ

（万⼈）
（万⼈）

（歳） （歳）

◆2015年（H27年）
（歳）

３割負担

２割負担※

１割負担※

団塊
世代

団塊
世代

（万⼈）

２割負担※

３割負担 ３割負担

２割負担※

現⾏

75歳以上
約1,600万⼈

75歳以上
約2,000万⼈

75歳以上
約1,800万⼈

（出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」

１割負担※

【論点】
○ 後期⾼齢者の定率の窓⼝負担は、現役世代よりも低い１割に軽減されている。他⽅、後期⾼齢者の⼈⼝は毎年増加。
○ 2022年から団塊の世代が後期⾼齢者になり始めるが、現⾏制度の下では2割負担から1割負担に引き下がることになる。
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⑭

１割負担※

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「団塊世代が後期⾼齢者⼊りするまでに、世代間の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期⾼齢者の窓⼝負担の在り⽅について検討する」
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＜世帯主の年齢階級別資産残⾼＞

貯蓄現在⾼

資産の合計

（万円）

【改⾰の⽅向性】（案）
○ まずは、現⾏制度の下での取組として、⼊院時⽣活療養費等の負担能⼒の判定に際しても、補⾜給付と同様の仕組みを適⽤すべき。
○ さらに、医療保険・介護保険における負担の在り⽅全般について、マイナンバーを活⽤して、所得のみならず、⾦融資産の保有状況も勘

案して負担能⼒を判定するための具体的な制度設計について検討を進めていくべき。

住宅保有率
（右軸）

＜⾼齢者世帯・若者世帯の貯蓄現在⾼の割合＞

若者(世帯主40歳
未満の世帯) ⾼齢者(65歳以上

の夫婦のみ世帯)

（出所）総務省 平成26年全国消費実態調査。
（注）総世帯。資産の合計は、実物資産と貯蓄現在⾼の合計。 （出所）総務省 平成26年全国消費実態調査。

負債現在⾼

【論点】
○ ⾼齢者は、現役と⽐べて平均的に所得⽔準は低い⼀⽅で、貯蓄現在⾼は⾼い。また、所得が低い⾼齢者の中にも相当の⾦融資産を保有す

るケースもある。しかし、(介護保険における補⾜給付を除き)⾼齢者の負担能⼒の判断に際し、預貯⾦等の⾦融資産は勘案されていない。
○ 預⾦⼝座への任意付番・預⾦情報の照会を可能とする改正マイナンバー法が施⾏。
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⑮

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「⾼齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能⼒」に応じた負担を求めることを検討する」

（万円）

低収⼊⾼齢者世帯であっても、⾼収⼊の
若者世帯と同程度の貯蓄現在⾼を保有。

＜⾼齢者世帯・若者世帯の年収階級別貯蓄現在⾼＞
（万円）

年収階級（万円）

⾼齢者(65歳以上の夫婦のみ世帯)
貯蓄現在⾼

若者(世帯主40歳未満の世帯)
貯蓄現在⾼

若者(世帯主40歳未満の世帯)
世帯割合（年収階級別、右軸）

⾼齢者(65歳以上の夫婦のみ世帯)
世帯割合（年収階級別、右軸）



【改⾰の⽅向性】（案）
○ 「現役並み所得」の判定基準について、能⼒に応じた負担としつつ現役世代との公平性を図る観点から、世帯収⼊要件について⾒直しを

⾏うとともに、現役世代の所得⽔準の変化も反映すべき。

現役並み所得の判定方法（後期高齢者医療制度）

要件① 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者がいる
かつ

要件② 世帯の被保険者全員の収⼊の合計額が520万円以上である。
（世帯の被保険者が⼀⼈の場合は、383万円以上である。）

現役夫婦２⼈世帯 ⾼齢夫婦２⼈世帯

平成16年度当時の
平均的収⼊︓386万円

同⽔準

夫の給与収⼊︓386万円

⼀定のモデル世帯をもとに換算

夫の給与収⼊︓240万円
年⾦収⼊︓201万円

妻の年⾦収⼊︓ 79万円

基礎控除 33万円
給与所得控除 90万円
配偶者控除 38万円
社会保険料控除 14万円
公的年⾦等控除 199万円
（控除額計 374万円）
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【論点】
○ 後期⾼齢者の⾃⼰負担は、「現役並み」（現役の平均）の所得⽔準を基準に、それ以上の所得があれば現役と同様３割負担、それ以下であれば１割負

担とされ、⾼額療養費の負担限度額にも差が設けられている。
○ しかしながら、実際の判定基準は、「現役並み」以上の所得があっても「現役並み」とは評価されない仕組みとなっており、相当の収⼊があっても後

期⾼齢者であれば１割負担となる。
○ 後期⾼齢者に占める「現役並み所得者」の割合は減少傾向であり、実効給付率の上昇の⼀因となっている。

◆３割負担等の対象（現役並み所得以上）の判定⽅法 ◆「現役並み所得者」割合と実効給付率
（後期⾼齢者医療制度）

91.2%

92.2%

8.16%

6.60%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

91.0%

91.5%

92.0%

92.5%

93.0%

20 21 22 23 24 25 26 27
（年度）

現役並み所得者割合（右軸）

実効給付率（左軸）

（出典）後期⾼齢者医療制度事業年報

⑯

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「年⾦受給者の就労が増加する中、医療・介護における「現役並み所得」の判断基準を現役との均衡の観点から⾒直しを検討する」

課税所得に換算︓145万円 要件①
課税所得 145万円以上

要件②
世帯収⼊ 520万円以上

基礎控除 33万円
給与所得控除 131万円
配偶者控除 33万円
社会保険料控除 44万円
（控除額計 241万円）

◆ 年間総報酬額の変化

350
360
370
380
390
400

平成16年度 平成27年度

◆所得⾦額階級別の世帯数割合
（世帯主︓75歳以上）
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（万円未満）

520万円

（出典）平成29年国⺠⽣活基礎調査

（万円）

※ 協会けんぽ（旧政管健保）の例



83.0%
83.3%

83.8%
84.0%

84.4% 84.4% 84.5%
84.8%

83.0%

83.5%

84.0%

84.5%

85.0%

20 21 22 23 24 25 26 27

91.1%
91.3%

91.6%
91.8%

92.0% 92.0% 92.1% 92.2%

90.5%

91.0%

91.5%

92.0%

92.5%

20 21 22 23 24 25 26 27

支え手減少下での医療費増加に対する総合的な対応
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【改⾰の⽅向性】（案）
○ ⽀え⼿の中核を担う勤労世代が減少しその負担能⼒が低下する中で、改⾰に関する国⺠的理解を形成する観点から保険給付率（保険料・公費負担）と

患者負担率のバランス等を定期的に⾒える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担について総合的な対応を検討していくべき。 83

◆ 実効給付率（医療費に占める給付費の割合）の推移

医療保険計

後期⾼齢者医療制度

7,123 

4,189 

1,755 

1,133 
1,632 

2,248 

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2015 2025 2035 2045 2055 2065

20〜64歳 65〜74歳 75歳以上
（万⼈）

◆ 2065年までの⼈⼝の推移

（出所） 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」

【論点】
○ 今後、現役世代の⼈⼝が急速に減少する⼀⽅で、医療費は増加し、実効給付率も上昇。医療費が⽀え⼿の負担能⼒を超えて増加し、制度の持続可能性

が確保できなくなることのないよう、保険料・公費負担と患者負担の在り⽅を考えていく必要。
※ 後期⾼齢者医療制度において、⼈⼝減少による現役世代の負担増の⼀部を後期⾼齢者の保険料引上げで⾃動的に調整する仕組みがあるが、後期⾼齢者の保険料負

担も近年増加してきており、若年・後期⾼齢者を含めた負担全体の⽔準についても検討する視点が不可⽋。

+1.8％、給付費に与える影響＋6000億円（27年度ベース）

+1.1％、給付費に与える影響＋1500億円（27年度ベース）

（出所）厚⽣労働省「医療保険に関する基礎資料」

⑰

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「⽀え⼿の中核を担う勤労世代が減少しその負担能⼒が低下する中で、改⾰に関する国⺠的理解を形成する観点から保険給付率（保険料・公費負担）と患
者負担率のバランス等を定期的に⾒える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担について総合的な対応を検討する」

患者負担は定率であるが、⾼額療養費制度により負担限度額が定められているため、医療の⾼度化等
によって医療費が増加するにつれて、実効負担率は下がっていく。（実効給付率は上がっていく）



Ⅲ．介 護
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視点３．⾼齢化や⽀え⼿減少の中で公平な負担としていく（給付と負担のバランス）
① 「年齢ではなく能⼒に応じた負担」

団塊の世代が後期⾼齢者となり始める2022年度までに、世代間の公平の観点も踏まえ、後期⾼齢者の窓⼝負担の引上げや介護の利⽤
者負担などの改⾰を実施すべき。

② 「⽀え⼿減少下での医療費増加に対する総合的な対応」
保険給付率（保険料・公費負担）と患者負担率のバランス等を定期的に⾒える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負

担について総合的な対応を検討していくべき。

医療・介護制度改革の視点
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「⾼齢化」「⽀え⼿の減少」「⾼度化」の中で、財政と医療・介護保険制度の持続可能性を確保していくため、下記の
視点で、制度の改⾰に取り組んでいく必要があり、早急に議論を前に進めるべき。
視点１ 制度の持続可能性を踏まえた保険給付範囲としていく（共助の対象は何か）

① 「⾼度・⾼額な医療技術や医薬品への対応」
新たな医薬品・医療技術について、安全性・有効性に加え、費⽤対効果や財政影響等などの経済性も踏まえて、保険収載の可否も含め

公的保険での対応の在り⽅を決める仕組みとしていくべき。
② 「⼤きなリスクは共助、⼩さなリスクは⾃助」

「⼩さなリスク」については、従前のように⼿厚い保険給付の対象とするのではなく、より⾃助で対応することとすべき。
〔主な改⾰項⽬（案）〕ＯＴＣ類似薬や有⽤性の低い医薬品の処⽅に係る⾃⼰負担率の引上げ、少額の外来受診に係る定額負担の導⼊

介護の軽度者向け⽣活援助サービスに係る給付の在り⽅の⾒直し 等

視点２．必要な保険給付をできるだけ効率的に提供する（提供体制と公定価格）
① 「医療・介護提供体制の改⾰」

これまで以上に限られた財源とマンパワーの中で必要なサービスを過不⾜なく効率的に提供していくため、医療・介護提供体制の在り
⽅の⾒直しを図るべき。
〔主な改⾰項⽬（案）〕

・ 地域医療構想の実現（急性期病床の削減等）に向けた、都道府県によるコントロール機能の強化やインセンティブ策の強化
・ かかりつけ医等への適切な誘導に向けた、外来受診時等における定額負担の活⽤
・ 介護の地域差縮減に向けた、インセンティブ交付⾦等の活⽤による保険者機能の⼀層の強化 等

② 「公定価格の適正化・包括化」
診療報酬本体、薬価など、保険償還の対象となるサービスの価格については、国⺠負担を軽減する観点から、できる限り効率的に提供

するよう、診療報酬・薬価の適正化等を進めるべき。
今後の介護報酬改定に向け、加算の効果等に係るエビデンスの整理・検証を通じた報酬改定のPDCAサイクルを確⽴していくべき。



介護保険費用・介護報酬改定・保険料・利用者負担の推移

２，９１１円 ３，２９３円 ４，０９０円 ４，１６０円 ４，９７２円

第１期

（注）12〜28年度は実績、29〜30年度は予算ベース。地域⽀援事業の事業費は、予算ベース。

５，５１４円

総費⽤の推移

▲２．３％ ▲０．５％
【▲２．４％】 ＋３．０％ ＋１．２％

消費税率引上げに
伴う負担増への対応

＋０．６３％

処遇改善交付⾦（1.5万円分）
（21補正︓基⾦（〜23末）） 報酬へ移⾏

15年度改定 18年度改定

※【 】は17年度
改定を含めた率

21年度改定 24年度改定26年度改定

▲２．２７％

27年度改定
介護報酬改定

29年度改定

＋１．１４％

処遇改善加算
を拡充（1万円相当）

１号保険料の推移（全国平均）
５，８６９円

第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

＋０．５４％

○ 介護保険制度については、これまで保険給付の範囲の⾒直し、介護給付の適正化・効率化、利⽤者負担の引上げ等といった改⾰に取組
んできたものの、⾼齢化の進展等により総費⽤は３倍余りに、保険料負担も２倍程度に増加するなど必ずしも⻭⽌めがかかっておらず、
今後の⾼齢者の増加、現役世代（⽀え⼿）の減少を⾒据えて、制度の持続可能性の観点から、更なる検証・改⾰が必要。

利⽤者負担の推移
１割

２割

１割
２割
３割

※ ３割負担は平成30年８⽉より86

（単位︓兆円）

3.6 4.6 5.2 5.7 6.2 6.4 6.4 6.7
6.9 7.4 7.8 8.2 8.8 9.2 9.6 9.8 10.0 10.8 11.1

0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3 
0.5  0.7 

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

21’ → 30’ 増▲減額 増▲減率

公費 3.9兆円 → 5.6兆円 1.6兆円 ＋42%
保険料 3.0兆円 → 4.7兆円 1.6兆円 ＋55%

利用者負担 0.6兆円 → 0.8兆円 0.3兆円 ＋47%

27年度より、要⽀援１・２の介護予防給付の⼀部が新しい
総合事業に移⾏（数字は、地域⽀援事業の事業費）

18年４⽉、介護予防を⾏う
地域⽀援事業を創設。

〈過去10年間の伸び〉

30年度改定



〔参考〕 諸外国における介護制度との比較

出所︓ 増⽥雅暢編著「世界の介護保障〔第２版〕」2014、渡辺富久⼦「ドイツにおける介護保険法の改正－認知症患者を考慮した要介護認定の基準の変更－」2016、
OECD “Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care” 2011等に基づき作成

出所： 厚生労働省「平成28年度介護保険事業状況報告」

⽇本 ドイツ 韓国

保険者 市町村等
（全国で1,579）

介護⾦庫
（全国で124）

国⺠健康保険公団
（全国で１）

要介護区分

７段階
（要⽀援１・２、

要介護１〜５）
５段階
（要介護１〜５）
※1995年の制度導⼊時は３段階。2017年

から軽度も対象として５段階へ拡充。

５段階
（要介護１〜４、

認知症特別等級）
※2008年の制度導⼊時は３段階。2014年

から最も軽度の要介護３を３と４に分け、
認知症特別等級を新設。

給付対象者

○65歳以上の要⽀援者・
要介護者

○40〜64歳の加齢に伴う
特定疾病により要⽀援・
要介護状態となった者

すべての年齢層の要介護者 ○65歳以上の要介護者
○65歳未満の⽼⼈性疾患に
より要介護状態となった者

被保険者

○第1号被保険者
（65歳以上）

○第2号被保険者
（40〜64歳の医療保険加
⼊者）

公的医療保険の加⼊者
（年齢制限なし）

国⺠健康保険の加⼊者
（年齢制限なし）

利⽤者負担 原則１割 保険給付は定額制
（超過部分は⾃⼰負担）

在宅給付15％
施設給付20％

利⽤者負担
／総費⽤※ ７．１％ ３０．４％ １７．８％
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○ 介護に社会保険制度を採⽤している主な国には、ドイツ、韓国があり、⽇本と⽐較すると、
・ 給付対象（要介護区分）については、ドイツ、韓国ともに近年軽度にも拡⼤しているものの、引き続き簡素な仕組みを採⽤し、
・ 利⽤者負担については、韓国では在宅給付は15％、施設給付は20％、ドイツでは保険給付は定額制（部分保険）で超過部分は全額⾃

⼰負担であり、利⽤者負担が⾼くなっている。

要支援

0.5兆円

（5%）
要介護１

1.4兆円

（14%）

要介護２

1.8兆円

（18%）

要介護３

2.1兆円

（21%）

要介護４

2.3兆円

（23%）

要介護５

2.0兆円

（20%）

介護保険総費用の構成割合

（2016（H28）年度実績）

総額
10.0兆円



⾼齢者の介護を社会全体で⽀え合う仕組みとして創設
⾃ ⽴ ⽀ 援… 単に介護を要する⾼齢者の⾝の回りの

世話をするということを超えて、⾼齢
者の⾃⽴を⽀援することが理念

利⽤者本位… 利⽤者の選択により、多様な主体から
保険医療サービス、福祉サービスを総
合的に受けられる制度

○「⾼齢者介護保険制度の創設について」（抜粋）
（1996年４⽉22⽇⽼⼈保健審議会最終報告）

第１部 介護保険制度の基本⽬標
① ⾼齢者介護に対する社会的⽀援
② ⾼齢者⾃⾝による選択
③ 在宅介護の重視
④ 予防・リハビリテーションの充実
⑤ 総合的、⼀体的、効率的なサービスの提供
⑥ 市⺠の幅広い参加と⺠間活⼒の活⽤
⑦ 社会連帯による⽀え合い
⑧ 安定的かつ効率的な事業運営と地域性の配慮

介護保険制度の基盤強化に向けて
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【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「2025年度ＰＢ⿊字化に向けては、団塊世代が75歳に⼊り始める2022年度の前までの2019年度から2021年度を、社会保障改⾰を軸とす

る「基盤強化期間」と位置付け、経済成⻑と財政を持続可能にするための基盤固めを⾏うこととする。」

【論点】
○ 介護保険制度は、2000年に創設されており、2020年度に実施される⾒込みである次期介護保険制度の⾒直しは制度創設から20年という節

⽬の年に⾏われる。制度創設当初の想定に⽐して、どのような状況変化があり、何が残された課題なのかを認識し、その解決への道筋を⽰
し、制度の持続可能性を⾼めていく必要がある。

【介護保険制度の基本理念・⽬標等】 【残された課題への対応】
〇 給付と負担のバランス

・ 世代間の公平性の確保、「能⼒」に応じた負担等

〇 サービスの質的向上等
・ 質の⾼いケアマネジメントの確保等

〇 地域差の解消、保険者機能の強化
・ 保険者のインセンティブ強化等

〇 地域の実情に応じた多様な主体によるサービス提供
・ 地域⽀援事業への移⾏等

〇 介護離職の削減
・ 介護の「受け⽫」整備（介護⼈材の処遇改善）等

〇 介護・認知症予防の推進
・ 介護予防事業の効果的・効率的な実施等
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今後の介護制度改革で取り組むべき改革項目(1)
《 視点１：制度の持続可能性を踏まえた保険給付範囲としていく（共助の対象は何か） 》

改⾰項⽬ ⾻太2018における記述 改⾰⼯程表2017改定版における記述 番号
介護保険給付の範
囲の在り⽅
（軽度者へのサー
ビスの地域⽀援事
業への移⾏）

介護のケアプラン作成、多床室室料、介護の軽度者への
⽣活援助サービスについて、給付の在り⽅を検討する。

軽度者に対する⽣活援助サービスやその他の給付の地域⽀
援事業への移⾏について、介護予防訪問介護等の移⾏状況
等を踏まえつつ、引き続き関係審議会等において検討し、
その結果に基づき必要な措置を講ずる。

①

【⼤きなリスクは共助、⼩さなリスクは⾃助】



介護保険給付の範囲の在り方（軽度者へのサービスの地域支援事業への移行①）

【総合事業へのサービス移⾏の推進等による費⽤の効率化（イメージ）】

移⾏前と同様

基準を緩和した
サービス
【例】
・⼈員配置の緩和
・⾯積基準の緩和

住⺠・ボランティ
ア等による⽀援
【例】
公⺠館等での住⺠
主体の通いの場

介護事業者による
専⾨的なサービス

(国による基準)

多
様
化

介護事業者による
専⾨的なサービス

(国による基準)

【総合事業への移⾏のイメージ】
〜平成26年度まで

移⾏後
平成27年度〜

⾼

低

単
価

【経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018】
「介護の軽度者への⽣活援助サービスについて、給付の在り⽅を検討する。」

【論点】
⃝ 軽度者（要⽀援、要介護１・２）は⽣活援助サービスの利⽤割合が⼤きいが、こうした⽣活⽀援に関わるサービス等は、国による⼀律の

基準によるサービス提供よりも、地域の実情に応じた多様な主体によるサービス提供が望ましい。
⃝ 平成27年度から要⽀援者に対する訪問・通所介護は、介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業に移⾏を開始し、平成30年3⽉末までに全市町村が

移⾏を完了。利⽤者の状態像や地域の実情に応じ、国による基準に基づく専⾨的なサービスだけでなく、基準を緩和したサービスや住⺠主
体のサービスを実施することとなったが、まだ多くが移⾏前と同様の国による基準に基づくサービスの実施を中⼼としている。

【財源構成（平成30年度予算）】

(注)総合事業の財源については、事業移⾏前年度実績に市町村の
75歳以上⾼齢者の伸びを乗じた額を措置。

１号保
険料
23％

２号保
険料
27％

都道府県
12.5％

国
25％

市町村
12.5％

公費3,975億円
（国費1,988億円）

①－１

（厚⽣労働省作成資料）
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